
レンタルWi-Fiサービス対応機器貸与サービス利用規約 

 

株式会社レキオス（以下「弊社」という）が提供するレンタルWi-Fiサービス（以下「本サービス」という）

へお申込みいただく方で、弊社から本サービスに対応した機器の貸与を受けることを希望される方は、

以下の規約を必ずお読みのうえ、ご同意下さい。 

 

第１条（定義） 

本規約において、次に掲げる用語は、それぞれ次の意味で使用します。 
（１ ） 「貸与サービス」とは、本サービスに付随して、本サービスに対応した機器の貸与を受けることを
希望される方が、弊社から当該機器の貸与を受けるサービスをいいます。貸与サービスは、本サービ
スと併せて提供されるサービスとなります。 
（２ ） 「契約者」とは、本規約に同意のうえ、弊社所定の手続きに従って弊社へ貸与サービスの利用を
申込み、弊社がこれを承諾した貸与サービスを利用する資格を有する対象者をいいます。 
（３ ） 「利用資格者」とは、契約者の有する貸与サービスの利用資格に基づいて、貸与サービスを利用
できる個人をいい、本規約において、契約者とあわせて「契約者等」といいます。 
（４ ） 「貸与サービス利用契約」とは、対象者が本規約に同意することで弊社との間で成立する貸与サ
ービスに関する利用契約をいいます。 
（５ ） 「諸規定等」とは、弊社が別途定める貸与サービスに関する詳細等を定めた規定（注意事項等を
含みます）  、  貸与サービスの仕様に関する定め等をいいます。 
（ ６ ） 「対応機器」とは、契約者が貸与を希望し、弊社が契約者に貸与する、弊社が指定する貸与サ
ービスの利用に用いる機器をいいます。 
 
第２条（貸与サービスの利用） 
１．貸与サービスは、契約者等のみが利用できるものとします。なお、契約者は、本規約および諸規
定等（以下「規約等」という）並びに弊社が別途定めるレンタルWi-Fiサービスご利用規約および本サ
ービスにかかる諸規定に従って貸与サービスを利用するものとし、利用資格者に対し、規約等に基づ
いて自己に課されている義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとし、かつ、弊社に対して、
利用資格者による当該義務の違反に関し、当該利用資格者と連帯して責任を負うものとします。万一、
利用資格者が当該義務に違反した場合、契約者は、自己の費用と責任において、弊社の指示に従い、
当該利用資格者による貸与サービスの利用を中止させ、かつ、再発防止に必要な措置を取るものとし
ます。 
２．本規約に定める内容とレンタルWi-Fiサービスご利用規約および本サービスにかかる諸規定に定
める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。また、本規約
に定める内容と諸規定等に定める内容が異なる場合には、諸規定等に定める内容が優先して適用さ
れるものとします。 
３．貸与サービスの利用に関連して、契約者等が第三者若しくは弊社に対して損害を与えた場合、利
用資格者の行為により契約者に損害を与えた場合、または契約者等と第三者との間で紛争が生じた
場合、当該契約者等は、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決す
るものとします。 
 
第３条（ソフトウェアのバージョンの更新） 
１．弊社は、本サービスの品質を維持・向上すること等を目的として、契約者に事前に通知することなく
弊社の裁量により弊社のネットワークの規格、仕様等を変更する場合があります。 
２．前項の場合、弊社は、弊社のネットワークの規格、仕様等に適合すべく、自動的に弊社の電気通
信設備に接続し、対応機器に含まれるソフトウェアのバージョンを更新する場合があります。 
３．ソフトウェアのバージョン更新に起因して対応機器が正常に作動しなくなった場合は、第９条の定
めを準用するものとします。 
 
第４条（契約の成立） 
１．契約者は、弊社指定の方法に従って、貸与サービスの利用申込み（以下「利用申込み」という）を
行うものとします。 
２．契約者と弊社との間の貸与サービス利用契約は、前項に基づく申込みを弊社が受け付け、これを
承諾した時点（以下「契約成立日」という）で成立するものとします。かかる承諾は、弊社所定の方法で
契約者へ通知することにより行われます。 
３．貸与サービスのサービス提供開始日（以下「利用開始日」といいます）は、弊社が指定するものとし
ます。 
 



４．対応機器について弊社が貸与数量等を制限している場合、契約者は、その数量の範囲内で利用
申込みを行うものとします。なお、対応機器は弊社が選択・決定するものとし、契約者に貸与される対
応機器は、第９条の場合を除き、変更、取替えが出来ないものとします。 
 
第５条(申込みの拒絶） 
１．前条の規定にかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用申込みを承諾しな
い場合があり、またその理由について開示義務を負わないものとします。 
（１）利用申込みにあたり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。 
（２）利用申込みにあたり、貸与サービスの利用を希望する申込者が指定したクレジットカードについ
て、クレジットカード会社、収納代行会社または金融機関等により利用停止処分等を受けている場合。 
（３）過去に、本サービスまたは貸与サービスの利用資格の停止または失効を受けた場合。 
（４）過去に、本サービスまたは貸与サービスの利用に際し、料金の未納、滞納または不当にその支払
いを免れる行為をした場合。 
（５）過去に、貸与サービスの利用に際し、対応機器の第三者への転貸、譲渡その他の処分、改造、
毀損、滅失、紛失、返却の遅滞、未返却、不正使用または取扱説明書または製品仕様書の記載事項
に反する行為をした場合。 
（６）貸与サービスの利用を希望する申込者が、未成年である場合。 
（７）貸与サービスの利用を希望する申込者が、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれか
であり、申込みの際に自らの青年後見人、保佐人または補助人の同意を得ていない場合。 
（８）日本国外からの申込みまたは配送先が日本国外または一部離島である場合。 
（９）貸与サービスの利用を希望する申込者と契約者が異なることが判明した場合。 
（１０）暴力団関係者その他反社会的勢力に属する者と認められる、またはそのおそれがある場合。 
（１１）自らまたは第三者を利用して、詐術もしくは暴力的行為または迫的言辞を用いた場合。 
（１２）不適切または不正な申込み等、貸与サービスを利用する意思のない申込みであると弊社が合
理的に判断した場合。 
（１３）弊社の業務の遂行または技術上支障をきたすと、弊社が合理的に判断した場合。 
（１４）その他弊社が申込みを承諾することにつき不適当と合理的に判断した場合。 
２．弊社は、契約者による利用申込みに関し、対応機器の配送が完了したか否かにかかわらず、第三
者によるなりすまし等の不正行為のおそれがあると判断した場合、本人確認のために当該申込みの
支払いにかかるクレジットカードの名義人並びに当該クレジットカード等の発行会社および金融機関等
に対して注文情報を開示する場合があります。また、当該注文行為が契約者本人によるものでないと
確認したときには、当該注文にかかる貸与サービス利用契約を取り消すものとします。 
 
第６条（契約者等の氏名等の変更） 
１．契約者は、契約者等の氏名、利用料金の支払方法等、契約者が弊社に届け出た情報に変更があ
る場合には、弊社が定める方法により速やかにその旨を弊社に届け出るものとします。なお、契約者
は、当該届け出がない場合に、弊社が貸与サービスを提供しない場合があることをあらかじめ承諾す
るものとします。 
２．弊社は、前項の届出があったときは、契約者に対し、当該届出内容の事実を証明する書類の提示
を求めることがあります。 
３．弊社は、契約者が第１項の届出を怠ったことによって契約者等に生じた損害については、一切責
任を負いません。 
 
第７条（代金および支払い方法） 
１．弊社は、弊社が別表に定める対応機器の貸与代金および事務手数料（以下あわせて「対応機器
代金」という）を、本サービスにかかる利用料金等と合算して請求するものとします。 
２．弊社は、弊社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、前項に定める料金お
よびその支払方法を変更することができるものとします。ただし、料金およびその支払方法の変更の
詳細については、弊社のホームページ上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができ
るものとします｡その場合、料金およびその支払方法の変更に関する通知の日から起算して８日以内
に、契約者が第１１条に従って該当する貸与サービスの利用の終了を申し入れることができるものとし
ます。 
３．対応機器の交換後および貸与サービス利用契約の解約後、別途弊社が定める日までに対応機器
を返却しなかった場合、対応機器毎に弊社が別表に定める機器未返却違約金が発生するものとし、
契約者は弊社の定める方法によりこれを支払うものとします。 
 
第８条（納入） 
１．弊社は、対応機器を弊社の指定する業者により納入するものとします。 



２．弊社は、貸与サービス利用契約締結後、契約者が弊社へ通知した住所へ対応機器を納入するも
のとします。なお、対応機器の納入の時期については、契約者の本サービスに関する決済手段が確
定した後となります。また、かかる納入の完了をもって、弊社の貸与者としての引き渡し義務が履行さ
れたものとします。 
３．対応機器が契約者に到着せず、弊社または弊社が納入を委託した業者に返送された場合、当該
契約者による利用申込みはキャンセルされたものとみなすものとします。 
 
第９条（初期不良および返品） 
１．対応機器について、納入当初から正常に動作しない状態である場合（以下「初期不良」という）また
は納入に起因して破損が生じた場合若しくはその他弊社の責めに帰すべき事由による商品手配違い
等が生じた場合には、契約者は弊社が対応機器毎に指定する連絡窓口に対し対応機器納入完了後、
速やかに通知するものとします。また、その後の処理については、当該連絡窓口の指示に従うものと
します。契約者が、対応機器を受領した後30日以内に、弊社に対して、対応機器に初期不良がある旨
の通知をなさなかった場合、弊社は、対応機器は初期不要がない状態で契約者に引き渡されたものと
みなします。 
２．対応機器について、契約者の責めに帰すべき事由に基づく場合または以下の各号に基づく場合、
初期不良には該当しないものとします。 
（１）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害、または異常電圧等の不慮の
事故による場合。 
（２）接続時の不備に起因する場合、または接続している他の機器に起因する場合。 
（３）取扱説明書または製品仕様書の記載事項に反する使用および保管による場合。 
（４）契約者が分解、改造、調整、部品交換等を行った場合。 
（５）その他、対応機器引き渡し後の輸送、移動時の落下・衝撃など不適当な取扱いによる場合。 
３．契約者は、対応機器の利用開始後に、故障が発生し、または毀損、滅失、紛失等が発生した場合、
速やかに弊社が対応機器毎に指定する連絡窓口に対し通知するものとします。また、その後の処理
については、当該連絡窓口の指示に従うものとします。 
４．前２項に基づき、修理または交換が必要となる場合において、契約者の責めに帰するべき事由に
基づく場合、修理可能の状態である場合は交換手数料は発生しないものとする。また、契約者が契約
者の責めによる事由に基づき対応機器が修理不能の状態（第三者への転貸、譲渡その他の処分を
含む）であると弊社が判断した場合は、契約者は、弊社に対して、弊社から契約者へ別表に定める機
器未返却違約金を損害賠償として支払う責を負うものとします。なお、本項に定める場合であっても、
交換前の対応機器については第７条第３項および第１１条第３項の定めに従い返却等を行わなけれ
ばならないものとします。 
５．弊社は、交換された対応機器が契約者に到達せず弊社へ返送された場合、第１４条第１項（６）に
基づき、貸与サービス利用契約を解除することができるものとします。 
 
第１０条 (対応機器の使用および保管） 
１．契約者は、善良な管理者の注意をもって、対応機器を使用、保管するものとします。 
２．契約者は、対応機器に貼付されるシリアル表示等のシールを剥離、消去、上書、隠ぺいおよび改
ざんしないものとし、対応機器を改造しないものとします。 
３．貸与サービスの利用期間中に、契約者により対応機器、またはその設置、保管および使用により
第三者に損害を与えた場合、契約者の責に帰すべき事由による場合は、契約者が第三者に対して当
該損害を賠償するものとします。 
 
第１１条（解約） 
１．契約者は、貸与サービス利用契約の解約を希望する場合、弊社が別途定める手順に従い貸与サ
ービス利用契約の解約を申し込むものとします。対応機器の返却のみでは貸与サービス利用契約の
解約は成立しません。 
２．貸与サービス利用契約の解約は、契約者が解約の申し込みを行った日が属する月の末日をもって
成立するものとします。 
３．契約者は、貸与サービス利用契約を解約した場合、当該解約に基づいて別途弊社が手配する集
荷業者を介して、対応機器を自己の費用により現状に復したうえで当該事業者に引き渡すことで弊社
へ返却するものとします。 
４．契約者は、返却された対応機器に契約者の私物品が混入していた場合、当該私物品の保管、返
却にかかる費用を負担するものとします。なお、契約者は、弊社が当該私物品を保管の過程で紛失し
た場合であっても、弊社に対して一切の請求をしないものとします。 
５．契約者が別途弊社に利用の申込みを行う本サービスの利用が終了すると同時に、貸与サービス
利用契約も当然に、直ちに終了することを、契約者は予め承諾するものとします。この場合についても
本条第３項及び前項を準用するものとします。 



第１２条（費用等の負担） 
契約者は、対応機器代金の支払いに要する付帯費用が発生する場合、これらを負担するものとしま
す。 
 
第１３条（貸与サービスの提供の制限） 
１．天災、地変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、弊社の管理する設
備またはシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合、あるいは弊社の管理する設備またはシ
ステムの障害その他やむを得ない事由が生じた場合、弊社は、自らの合理的な判断により契約者等
に対する貸与サービスの提供の全部または一部を制限することができるものとします。なお、弊社は、
本項の規定により貸与サービスの提供を制限する場合、弊社が適当と判断する方法で事前に契約者
にその旨を通知または弊社のホームページ上に掲示するものとします。但し、かかる貸与サービスの
提供の制限が緊急に必要な場合、またはやむを得ない事情により通知できない場合には、この限りで
はないものとします。 
２．弊社は、以下のいずれかに該当する場合、事前に契約者に通知することなく、自らの合理的な判
断により契約者等に対する貸与サービスの提供の全部または一部を制限することができるものとしま
す。 
（１）法令または管轄官公庁の求めるところに従う場合。 
（２）その他弊社の責に帰すべからざる事由による場合。 
３．弊社は、前各項の貸与サービスの提供の制限によって生じた契約者等の損害につき一切責任を
負わないものとします。 
 
第１４条(契約解除） 
１．弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者との貸与サービス利用契約を解除する
ことができるものとします。この場合において、契約者に帰責事由がある場合、弊社は契約者に対して
弊社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。 
（１）貸与サービス利用契約成立後に、第５条各号に該当する事由、その他弊社が貸与サービス利用
契約の締結を拒否すべき事由が判明したとき。 
（２）契約者により、対応機器代金の支払債務の履行遅延または不履行があり、相当期間を定めた催
告をしてもなお是正されない場合。 
（３）支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは
特別清算開始の申立てがあった場合。 
（４）契約者等が規約等に違反した場合。 
（５）契約者が、弊社のお問い合わせ窓口等に長時間の架電を行う、同様の問い合わせを過度に繰り
返し行う、不当な義務もしくは要求等を強要する、または嫌がらせを行う等、弊社の業務に支障を来た
した場合。 
（６）弊社に通知した住所に対応機器を納入したにもかかわらず、契約者の不在等により対応機器の
引き渡しができず、かつ対応機器の発送のときから一定期間が経過してもなお当該契約者から何ら
の連絡も無い場合。 
（７）レンタルWi-Fiサービスご利用規約に違反した場合。 
（８）本サービスの解約、解除、または終了等により本サービスの利用が終了した場合。 
（９）契約者が死亡した場合。 
（１０）契約者が権利能力を失った場合。 
（１１）その他、契約者として不適切、または機器の貸与に支障があると弊社が合理的に判断した場合。 
２．前項による貸与サービス利用契約の全部または一部の解除は、弊社の契約者に対する損害の賠
償請求を妨げないものとし、弊社は、本条に基づき弊社が行った行為により契約者に生じた損害につ
いて一切の責任を負いません。 
３．第１項の定めに従い、貸与サービス利用契約の全部または一部が解除された場合、該当する契約
者は、期限の利益を失い、かかる利用契約の解除の日までに発生した貸与サービスに関連する弊社
に対する債務の全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。 
４．弊社は、契約者の責に帰すべき事由により、契約者の対応機器の利用資格が停止、失効または
終了した場合であっても、契約者によって既に支払われた対応機器代金等、対応機器に関する料金
等を、一切払い戻す義務を負わないものとします。 
５．規約等の定めに従って契約者が貸与サービスの利用資格を全て失った場合、当該契約者は解約
したものとみなします。 
６．本条第１項の解除事由に該当する場合において、契約者に対応機器の引き渡しが完了していると
き、弊社は、当該対応機器の返還を契約者に要求することができるものとします。契約者は、弊社が
返還を要求した場合、契約者の費用負担においてかかる対応機器を弊社所定の方法により直ちに返
還しなければならないものとします。 
 



第１５条 (輸出の禁止） 
契約者は、対応機器を日本国内のみで使用するものとし、対応機器を日本国外に輸出することはでき
ません。 
 
第１６条 (転貸、譲渡等の禁止） 
１．契約者は、対応機器を第三者に転貸してはならないものとします。 
２．契約者は、対応機器を第三者に譲渡し、対応機器について質権、抵当権および譲渡担保権その
他一切の権利を設定し、または他の方法により対応機器を処分してはならないものとします。 
３．契約者は、対応機器について、第三者からの強制執行その他の法律行為などによる、対応機器に
対する弊社の所有権の侵害から対応機器を保全するとともに、対応機器に対する弊社所有権の侵害
またはそのおそれのある事態が発生した場合には、直ちに弊社に通知し、契約者の責任と費用負担
により速やかに当該事態を解消させるものとします。 
 
第１７条（貸与サービスの変更、追加または廃止） 
弊社は、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、対応機器の貸与サービスの全部
又は一部の変更、追加又は廃止ができるものとします。但し、本規約の変更を伴う貸与サービスの内
容の変更、追加若しくは削除を行う場合には、弊社は自らが適当と判断する方法で、事前に契約者に
その旨を通知又は弊社が別途定めるウェブページ上に掲示するものとします。 
 
第１８条（免責） 
１．弊社は、対応機器の商品性または契約者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行わ
ないものとします。 
２．貸与サービスの提供、遅滞、変更、中止または廃止、貸与サービスを通じて登録、提供または収集
された契約者等の情報の消失、その他貸与サービスに関連して発生した契約者の損害について、弊
社は規約等にて明示的に定める以外一切責任を負わないものとします。 
３．弊社以外の第三者の責に帰すべき事由によって、契約者が貸与サービスの全部または一部を利
用できないことにつき、弊社は一切の責任を負わないものとします。 
 
第１９条（責任の制限） 
弊社が、貸与サービスにおいて契約者による対応機器の使用その他貸与サービス利用契約に関して
責任を負う範囲は、いかなる場合においても契約者から受領する月額料金１ヶ月分を上限とします。
ただし、弊社の故意または重大な過失により契約者に損害が生じた場合には、この限りではありませ
ん（契約者が法人および個人事業主の場合を除く。） 
 
第２０条（本規約の適用および変更） 
１．本規約は、契約者による貸与サービスの利用に関し、適用されるものとします。 
２．弊社は、民法第548条の4の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後
の内容相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるときは、本規約を変更でき
るものとします。 
 
 
【貸与サービスサポートデスク】 
サポートデスク 0120-365-610  
受 付 時 間 10:00〜18:00 (年末年始および弊社指定のメンテナンス日を除く） 
附則：この規約は 2025 年2月1日から実施します。 



＜別表＞ 

■ 第７条第 1 項に定める対応機器の貸与料金は、以下のとおりとします。 

【レンタル Wi-Fiプランご契約の場合】 

品目 機器レンタル価格／１台あたり（税込） 

FS030W １台 本サービスの利用料金に含む 

■第７条第３項及び第９条４項に定める機器未返却違約金は、以下のとおりとします。 

品目 機器未返却違約金／１台あたり 

FS030W 19,800円（税込） 

別表制定日：2025 年 2月1 日 


